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江口よしあきプロフィール
1974年 久留米市荒木町に生まれる
1980年 久留米市立荒木保育園を卒園
1986年 久留米市立荒木小学校を卒業
1989年 福岡教育大学附属久留米中学校を卒業
1992年 松尾学園弘学館高等学校を卒業
1997年 早稲田大学社会科学部を卒業
同 年 九州朝日放送（ＫＢＣ）に入社
2003年 久留米市議会議員に初当選(連続２期)
2011年 福岡県議会議員に初当選(現在４期目)
2024年 第87代福岡県議会副議長に選出

■令和６年・福岡県議会日程（予定）

１２月定例会 １２月２日（月）～１２月１９日（木）

■傍聴について
県議会の会議は公開を原則としていますので、会議中はいつで

も傍聴でき、傍聴を希望される方に傍聴券を交付しています。
最新及び詳細は福岡県議会ホームページで。

福岡県議会議員
江口よしあき

自民党福岡県議団

衆議院選挙は与党にとって厳しい結果

となりました。同時に投票率も深刻な状

況です。もちろん、今回の選挙結果は

「政治と金」の問題が大きく影響を与え

たのは言うまでもありません。

しかしながら、「怒る有権者」よりも

「あきらめる有権者」の方が深刻です。

有権者の半分しか投票に行かず、政治の

進路が決まってしまうことに不安を覚え

ます。福岡県は投票率で全国平均より低

く、県議会選挙や知事選挙も国政選挙を

下回っています。デジタル投票などテク

ニカルな問題もありますが、私たち政治

家は「まずは有権者が政治に関心を持つ

ための努力が必要」と選挙のたびに思い

知らされます。
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選挙は公権力が介入すべきではな

いとの考え方があります。

■福岡県選挙管理委員長の答弁
公職選挙法の改正は選挙運動に関する

事柄であり、各党・各派で議論いただく
べきもの、というのが国の立場だ
日本国憲法の理念に従い、選管には審

査の権限は与えられていない

選管は「許しがたい行為」としつ

つも法改正がなければ、各候補者に適

切な選挙運動を申し入れるのが精いっ

ぱいとのこと。都知事選では14,000ヵ

所の公営掲示板の設置に億単位の税金

が使われています。福岡県も衆議院選

挙では１１の選挙区があります。

動物虐待をテーマの候補にポスター

に動物の写真を使うな、とは言えない

でしょう。適切な法改正が待たれます。

福岡県議会議員 江口よしあき

自民党福岡県議団

東京都知事選挙における選挙ポスター

９月議会では今夏の東京都知事選で

のポスター掲示場の問題が議論されまし

た。ポスター掲示場の枠の事実上の売買。

具体的には、ある政党に一定額の寄付を

した人に対し、ポスターを貼る権利を譲

り渡すという事態が発生し、これにより

営利を目的としたかのようなポスターや

ほぼ全裸の女性のポスターなどが出現し

ました。これらは現行法では取り締まれ

ない、とされました。
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2017年度 8,926件

2022年度 16,587件
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福岡県いじめレスキューセンター①

月刊えぐち ＶＯＬ．12 2024年

福岡県いじめレスキューセンター②

また、学校との調整は実件数が54

件でした。延べでは電話で144件、訪

問で２件との報告がありました。

改善事例や相談者の声もあります。

■福岡県からの報告
①ブランコをぶつけられたと保護者が相談
学校は「事実が確認できなかった」とし
たが、センターが調整したことで学校が
再調査し、加害児童が認め謝罪

②学校が当初、認知しなかった事案
友人間のトラブルとして学校は、いじめ
と認知せず被害児童は不登校に。センタ
ーが調整し重大事態として学校が調査

③こどもからの希望で保護者が相談
保護者からは「相談後、こどもの表情が
明るくなって驚いている。相談できたこ
と『親以外の味方』の存在に安心感」と

最後は、若干、自画自賛ぽいところ

もありますが、このセンター、実に良

い取り組みだと改めて思います。

今後も相談状況を注視し、１件でも

いじめに泣く子どもがいなくなるよう、

そして不登校や最悪の自殺という事態

を一件でも防いで頂けるように頑張っ

て頂きたいと思います。

■福岡県からの報告

県内のいじめ(認知)件数は上記の通り５年間で

7,661件増加し、こどもが被害を受けたり不登校

になる重大事態には以下の事例があった

①単なるこども同士のトラブルとされ、いじ
めと認知されなかった

②加害児からの報復を恐れ、担任に知られた
くない、という理由で学校への相談を迷う

いじめは最悪、自殺に至ることもあ

り県だからこその解決を目指します。

・県は私立学校も管轄しているため、公

立私立問わず、対応可能

・警察との連携もスムーズ

・市町村と違い、学校と一定の距離があ

り客観的に対応可能 など

このいじめレス

キューセンターは

小学生から高校生

(県内の小学校・中

学校・高等学校・

特別支援学校・高

等専門学校)とその

保護者を対象とし

ています。

福岡県では、昨年11月から都道府県で

は初となる「いじめレスキューセンター」

を設置しました。今までいじめ問題は直接、

学校や教育委員会に相談するケースがほと

んどでしたが、学校に伝えにくかったり、

学校の対応に不満があっても言えないなど

の問題がありました。

相談体制は、公認心理師・精神保健福祉

士・社会福祉士などの資格を持つ専門家や

弁護士など教育現場以外の人材です。

いじめレスキューセンター設置の趣旨や

その活動については議会で報告されました。

当センターの実施状況です。

■福岡県の回答
（昨年11月から今年３月までの５か月間）

相談件数（延べ） ６１２件
内訳 電 話 ４５９件

メール １４２件
面 接 １１件

実件数 １７４件
内訳 １２６件(いじめ)

相談者（１２６件中）
内訳 保護者 １１６件

本 人 ５件
家族・親戚 ２件
知人 ２件
不明 １件

学校種別（１２６件中）
内訳 小学校 ４７件

中学校 ３１件
高等学校 ４１件
特別支援学校 １件
高等専門学校 １件
不明 ５件

種別の中には私立が中学で５件、高

校で16件が含まれています。公私立の

枠を越えて対応することの大切さが分

かります。

これらの事例か

らいじめの早期発

見やその解消を目

指しセンターを設

置しました。学校

外の立場からいじ

めに悩むこどもた

ちを支援します。
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